
定期監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

石川県知事等より標記のことについて、別紙のとおり通知を受けたので地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により公表する。

    平成２３年１０月７日

                         石川県監査委員  藤 井 義 弘

                         同       米 光 正 次

                         同        安 田 慎 一

同        織 田 静 代

（別 紙）

生 流 第 １ ９ ５ ７ 号

平成２３年９月１３日

   石 川 県 監 査 委 員 様                                                           

                            石川県知事 谷本 正憲

  平成２３年８月３０日付け石監査第３０１号で通知のあった監査の結果に基づき、下記の

とおり措置を講じたので地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知します。

記

指 摘 事 項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

公用車の交通事故が発

生しています。

公用車の運行に際して

は、安全運転に万全を期す

るよう十分注意してくだ

さい。

生産流通課 公用車を運転する際は、交通関係法令等を

遵守し、安全運転に万全を期するよう改めて

全職員に対し周知徹底を図りました。



石 公 委 第 ６ ７ 号

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 ８ 日

   石 川 県 監 査 委 員 様                                                           

                            石川県公安委員会

  平成２３年８月３０日付け石監査第３０１号で通知のあった監査の結果に基づき、下記の

とおり措置を講じたので地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知します。

記

指 摘 事 項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

公用車の交通事故が発

生しています。

交通事故防止を推進し

なければならない機関で

あり、安全運転に万全を期

すよう厳重に注意してく

ださい。

警察本部 職員の交通事故防止対策として

○ 該当職員の石川県安全運転研修所を

利用した運転技術の再点検と安全運転

の意識付け

○ 警察自動車運転技能検定制度による

合格級位の取消等

○ 交通事故防止に関する本部長通達等

の発出及び随時監察の実施

○ 県下の各種会議等の場を利用した指

示・指導の実施

○ 部内パソコンのスクリーンセーバー

表示による注意喚起

等を鋭意推進し、公私を問わず交通事故

防止の徹底を期しています。



税 第 １ １ ５ ７ 号

平成２３年９月２０日

   石 川 県 監 査 委 員 様                                                           

                            石川県知事 谷本 正憲

  平成２３年８月３０日付け石監査第３０１号で通知のあった監査の結果に基づき、下記の

とおり措置を講じたので地方自治法第１９９条第１２項の規定により通知します。

記

指 摘 事 項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

不動産取得税の課税事

務において、適正を欠くも

のがありました。

今後、このようなことが

ないよう厳重に注意して

ください。

税務課 今回指摘のあった事項につきましては、今

後、このようなことがないように、チェック

体制や市町との連携の強化等によって再発

を防止し、課税事務に万全を期するよう指導、

徹底しました。


